
機密性２

協会けんぽ神奈川支部 適用等状況（令和６年９月）

令和６年９月の適用事業所数は166,579事業所であり、対前年同
月比は＋4.59％です。

令和6年９月被保険者数（法第3条第2項被保険者を除く）は
1,088,082人であり、対前年同月比+2.55％です。被保険者のうち、
任意継続被保険者数は8,664人（対前年同月比+2.96％）で被保険者
全体の0.80％を占めています。

被扶養者数は590,861人（対前年同月比-1.23％）であり、扶養率は
0.543です。

令和 6 年度 7

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

適用事業所数（件） 163,874 164,411 164,929 165,391 166,140 166,579 

被保険者数（人） 1,080,515 1,082,335 1,084,914 1,086,590 1,087,251 1,088,082 

被扶養者数（人） 591,320 589,593 589,408 589,823 590,646 590,861 

平均標準報酬月額（円） 333,403 333,170 332,848 333,834 334,579 340,455 

加入者一人当たり医療費
（円）

17,086 17,036 17,033 18,360 17,084 16,932 
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令和６年９月の平均標準報酬月額は340,455円（対前年同月比
+1.62％）で全国平均312,550円を上回っています。

令和６年９月の加入者一人当たり医療費は16,932円（対前年同月
比-0.80％）となっており、うち、入院が4,426円（同+7.17％）、
入院外（調剤を含む）が10,559円（同-4.62％）です。

※ 医療費は、社会保険診療報酬支払基金審査分（入院、入院外、歯科、調剤、
食事療養、訪問看護に係るもの）である。
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